
様式第２号(第９条関係) 

 

会    議    録 

附属機関等の名称 宮代町国民健康保険運営協議会 

会 議 の 名 称 令和 6 年第 2 回宮代町国民健康保険運営協議会 

開 催 日 時 令和 6 年 8 月 7 日(水)13 時 30 分 

開 催 場 所 宮代町役場 202 会議室 

出席委員の氏名 

稲山会長、武井会長代理、田口委員、為ヶ谷委員、関根委員、民上委員 

平山委員、鈴木委員、長谷部委員  

合計 9 名(定員 12 名) 

出席職員の職・氏名 榎本課長、高橋主幹、稲宮専門員 

会議の公開・非公開 公開 

傍 聴 の 可 否 可（傍聴人なし） 

会 議 資 料 の 名 称 資料 1  宮代町国民健康保険税条例の一部改正について  

資料 2 令和６年度宮代町国民健康保険特別会計補正予算（第１号） 

資料 3 宮代町国民健康保険保健事業実施計画の評価 

資料 4 令和５年度宮代町国民健康保険特別会計歳入歳出決算の状況 

資料 5 国民健康保険税の税率等の見直しについて 

会議録の作成方法     □全文記録    ■要点記録    □録音テープ 

審議の内容 

(発言者・発言内

容・決定事項等) 

１ 開 会 

２ 町長あいさつ 

３ 会長あいさつ 

４ 町からの諮問 

宮代町国民健康保険税の税率等の見直しについて 

町長から稲山会長へ諮問書が手渡された 

５ 議 題 

（１）報告事項 

  ①宮代町国民健康保険税条例の一部改正について 

   《事務局より資料 1 に基づいて説明》 

【意見、質疑等】 

 特になし 

②令和６年度宮代町国民健康保険特別会計補正予算（第１号）につい  

 て 

《事務局より資料 2 に基づいて説明》 

【意見、質疑等】 

   委 員 被保険者証に代わる資格確認書は即日交付されるのか。 

   事務局 現在発行している、被保険者証と同様の扱いとなる。 

会 長 被保険者証の廃止に伴う、国保条例の改正はあるのか。 

事務局 9 月議会に改正案について上程予定である。 

委 員 現在発行されている被保険者証の有効期限は。 

事務局 今年 8 月から有効の被保険者証の有効期限は来年 7 月末

までである。 

 



委 員 資格確認書の有効期限は変わるのか。発行手数料はあるの

か。 

事務局 現在発行されている被保険者証のサイクルと同様、毎年 7

月末となる。発行に伴う手数料はありません。 

③宮代町国民健康保険保健事業実施計画の評価 

《事務局より資料 3 に基づいて説明》 

【意見、質疑等】 

 特になし 

 

（２）審議事項 

①令和 5 年度宮代町国民健康保険特別会計決算（案）の承認につい

て 

《事務局より資料 4 に基づいて説明》 

【意見、質疑等】  

    委 員 昨年度と不納欠損額に差が出ているが、理由は。 

事務局 件数が 17 件多く、1 件当りの金額も多いことも理由であ

る。 

会 長 疾病予防事業において、執行残が出ている理由は。 

事務局 各種がん検診等の委託料が執行残の主な理由である。 

受診率の向上を目指すと共に、委託料も予算計上している

ことが理由である。 

  【審議結果】 

全員賛成 

 

②宮代町国民健康保険税の税率等の見直しについて（諮問） 

《事務局より資料 5 に基づいて説明》 

【意見、質疑等】 

   委 員 出産資金貸付制度に関し、出産でかかる費用は。50 万円で

足りるのか。 

事務局 地域、医療機関によっても違うが、足りない場合も多いと

聞いている。 

会 長 近隣市町の状況も確認したい。個人的な意見であるが、標

準保険税率は高めに設定されていると思う。 

課 長 標準保険税率を参考に税率を改正する方向であるが、まず

は令和 8 年度までの赤字解消を目指していきたい。 

会 長 事務局から次回、赤字解消に向け、改正税率案を提示して

いただけるとのことである。 

事務局からの現状分析や赤字解消のため税率等を見直さ

なければならない根拠等の説明や委員の皆様からの質疑

もいただいたところである。 

次回の運営協議会において、事務局から具体的な税率等を

提示いただいたうえで、審議することとする。 



   以上で審議終了 

 

（３）その他 

次回（第 3 回）開催予定日等、スケジュールについて 

第 3 回は 9 月 12 日、第 4 回は 10 月 17 日、いずれも 13 時 30 分から、

役場会議室にて開催予定。 

【意見、質疑等】 

 特になし 

 


